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成
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七
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十
一
月
十
一
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内
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議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
雑
豆
資
金
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
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を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
雑
豆
資
金
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

旧
日
本
貿
易
振
興
会
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
）
に
対
し
て
約
二
百
三
十
九
億
円
を
交
付
し
た
旧
財

団
法
人
雑
豆
輸
入
基
金
協
会
の
業
務
方
法
書
第
七
条
に
お
い
て
、
同
協
会
が
国
内
産
雑
豆
と
輸
入
雑
豆
と
の
価
格
調
整
に
関

す
る
施
策
に
協
力
す
る
た
め
行
う
輸
入
雑
豆
買
入
れ
及
び
売
渡
し
の
事
業
か
ら
生
ず
る
資
金
（
以
下
「
雑
豆
資
金
」
と
い

う
。
）
を
支
出
し
、
又
は
運
用
す
る
業
務
は
、
主
務
官
庁
の
指
示
に
基
づ
き
、
貿
易
振
興
等
国
際
経
済
交
流
の
促
進
及
び
円

滑
化
並
び
に
国
内
産
雑
豆
の
生
産
振
興
の
た
め
に
資
金
を
交
付
し
、
又
は
運
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
旨
が

規
定
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

旧
財
団
法
人
製
品
輸
入
促
進
協
会
（
現
在
の
財
団
法
人
対
日
貿
易
投
資
交
流
促
進
協
会
）
が
旧
日
本
貿
易
振
興
会
か
ら
交

付
又
は
無
利
子
貸
付
け
を
受
け
た
資
金
（
以
下
「
交
付
等
資
金
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
二
十
億
二
千
万
円
は
、
日
本
軽
工

業
品
輸
入
組
合
に
交
付
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
組
合
に
交
付
さ
れ
た
資
金
は
、
日
米
皮
革
交
渉
や
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ

ウ
ン
ド
に
お
け
る
合
意
等
に
基
づ
き
皮
革
関
連
分
野
の
保
護
措
置
が
逐
次
緩
和
さ
れ
た
こ
と
に
応
じ
、
昭
和
五
十
四
年
度
以

一



降
五
回
に
わ
た
り
、
同
組
合
か
ら
社
団
法
人
日
本
タ
ン
ナ
ー
ズ
協
会
及
び
社
団
法
人
日
本
皮
革
産
業
連
合
会
（
以
下
「
両
団

体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
両
団
体
に
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
た
基
金
に
充
当
す
る
た
め
に
交
付
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
こ
れ

ら
の
基
金
は
、
皮
革
関
連
分
野
の
事
業
者
の
運
転
資
金
及
び
事
業
の
多
角
化
の
た
め
の
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
保
証
を

行
う
こ
と
並
び
に
こ
れ
ら
の
基
金
の
運
用
益
を
両
団
体
の
運
営
費
及
び
皮
革
関
連
産
業
の
振
興
事
業
費
に
使
用
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
両
団
体
に
お
い
て
厳
格
に
使
用
及
び
管
理
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
軽
工
業
品
輸
入
組
合
に
交
付
さ
れ
た
資
金
以
外
の
交
付
等
資
金
に
つ
い
て
は
、
旧
財
団
法
人
製
品
輸
入
促
進

協
会
に
お
い
て
定
期
預
金
、
公
社
債
等
と
し
て
保
有
さ
れ
て
お
り
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
十
六
年
度
ま
で
の
間
に
金
利
と

し
て
得
ら
れ
た
収
入
の
額
は
、
三
億
五
千
四
十
四
万
九
千
九
百
四
十
四
円
で
あ
り
、
当
該
金
利
と
し
て
得
ら
れ
た
収
入
は
、

同
協
会
の
他
の
資
産
か
ら
生
じ
た
金
利
収
入
と
と
も
に
、
貿
易
投
資
促
進
の
た
め
の
展
示
、
情
報
収
集
、
情
報
提
供
等
の
事

業
費
や
管
理
費
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
八
月
上
旬
か
ら
同
年
九
月
中
旬
ま
で
の
間
に
、
経
済
産
業
省
の
職
員
が
会
計
検
査
院
に
赴
き
、
経
済
産
業
省

本
省
、
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
等
の
実
地
検
査
後
の
補
足
説
明
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
が
、
そ
の
際
、
会
計
検

二



査
院
と
経
済
産
業
省
と
の
間
で
、
雑
豆
資
金
に
関
し
て
見
解
の
違
い
が
あ
っ
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

会
計
検
査
院
の
職
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
当
該
職
員
が
在
職
中
に
培
っ
た
経
験
や
能
力
が
再
就
職
先
に
お
い
て
必
要

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
。

会
計
検
査
院
は
、
内
閣
か
ら
独
立
し
た
地
位
を
有
す
る
機
関
と
し
て
、
会
計
検
査
と
い
う
職
責
を
果
た
す
べ
く
厳
格
か
つ
公

正
な
立
場
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
会
計
検
査
院
の
職
員
が
会
計
検
査
の
対
象
で
あ
る
団
体
に
再
就

職
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
会
計
検
査
院
と
し
て
は
当
該
団
体
に
対
し
厳
正
な
会
計
検
査
を
実
施
し
て
い
る
と
承
知
し

て
い
る
。

五
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
の
退
職
後
に
お
け
る
再
就
職
の
状
況
は
、
公
務
を
離
れ
た
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
一
般
に
政
府
が
把

握
す
べ
き
立
場
に
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
す
べ
て
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
会
計
検
査
院
の
職
員
で
平

成
十
一
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
課
長
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
も
の
の
再
就
職
状
況
に

つ
い
て
は
「
中
央
省
庁
等
改
革
の
推
進
に
関
す
る
方
針
」
（
平
成
十
一
年
四
月
二
十
七
日
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
決

三



定
）
を
受
け
、
会
計
検
査
院
の
職
員
で
平
成
十
三
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
企
画
官
相
当

職
以
上
で
退
職
し
た
も
の
の
再
就
職
状
況
に
つ
い
て
は
「
公
務
員
制
度
改
革
大
綱
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議

決
定
）
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
既
に
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
公
表
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
調
べ

た
限
り
で
は
、
国
が
所
管
す
る
団
体
に
再
就
職
し
た
会
計
検
査
院
の
職
員
の
う
ち
、
会
計
検
査
院
在
職
中
に
当
該
団
体
を
所

管
す
る
省
庁
の
検
査
を
担
当
し
た
者
の
数
は
十
名
で
あ
り
、
そ
の
氏
名
、
退
職
時
官
職
並
び
に
再
就
職
先
の
名
称
及
び
再
就

職
先
で
の
役
職
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

小
川
光
吉
、
事
務
総
局
次
長
、
旧
情
報
処
理
振
興
事
業
協
会
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
）
、
監
事
。

増
田
裕
夫
、
第
一
局
長
、
財
団
法
人
地
域
総
合
整
備
財
団
、
常
務
理
事
。

丸
山
淳
一
、
事
務
総
長
官
房
付
、
財
団
法
人
資
源
探
査
用
観
測
シ
ス
テ
ム
研
究
開
発
機
構
、
監
事
。

阿
部
哲
、
事
務
総
長
官
房
審
議
官
、
財
団
法
人
日
本
国
際
協
力
シ
ス
テ
ム
、
専
門
調
査
役
。

諸
田
敏
朗
、
事
務
総
局
次
長
、
旧
都
市
基
盤
整
備
公
団
（
現
在
の
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
）
、
監
事
。

矢
島
伸
一
、
事
務
総
長
官
房
研
修
官
、
旧
新
東
京
国
際
空
港
公
団
（
現
在
の
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
）
、
嘱
託
。

西
山
覚
、
事
務
総
長
官
房
上
席
検
定
調
査
官
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
検
査
部
副
参
事
役
。

四



市
川
啓
次
郎
、
第
三
局
国
土
交
通
検
査
第
一
課
国
土
交
通
統
括
検
査
室
長
、
財
団
法
人
経
済
調
査
会
、
技
術
顧
問
。

漆
舘
日
出
明
、
事
務
総
長
官
房
審
議
官
、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
、
監
事
。

白
石
博
之
、
事
務
総
局
次
長
、
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
理
事
。

こ
れ
ら
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
当
該
職
員
が
在
職
中
に
培
っ
た
経
験
や
能
力
が
再
就
職
先
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
た
こ
と
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

会
計
検
査
院
と
各
省
庁
と
の
間
の
人
事
交
流
に
つ
い
て
は
、
広
い
視
野
に
立
っ
た
人
材
の
養
成
の
観
点
か
ら
適
切
に
行
わ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五


